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第Ⅰ章  共生社会の形成を目指して 
１ 特殊教育から特別支援教育へ 

 

 

 

(1)障害のある児童生徒等に関する制度の変遷 
 障害の種類や程度に応じ、特別の場（盲・聾・養護 
学校、特殊学級等）で支援を行う「特殊教育」から、 
障害のある児童生徒等一人一人の教育的ニーズに応
じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」へと転
換しました。 
 この制度の実施により、新たにＬＤ・ＡＤＨＤ等の
発達障害も対象となり、通常の学級や高等学校におい
ても障害のある児童生徒等の教育に取り組むことに
なりました。特別支援教育では、一人一人の教育的ニ
ーズを踏まえることが大切であり、障害の種類と程度
のみならず、障害から生じる種々の困難、日々の学習
の状態や、本人の思いなども踏まえて総合的に把握し
て計画を立て、指導支援を進めていくことが大切であ
るとされました。 
 そして、平成 24 年７月 23 日、「共生社会の形成に
向けたインクルーシブ教育システム構築のための特
別支援教育の推進（報告）」（以下、「平成 24年７月報
告」と記す）が出され、「インクルーシブ教育システム」
の構築が進められることとなりました。 
 

(2)発達障害の可能性のある児童生徒と文部科学省調査 

左の図は文部科学省が行った調査結果をまとめた
ものです。平成 26年度と平成 27 年度を比較すると、
義務教育段階の全児童生徒は約 10 万人減少していま
す。一方、特別支援学校、特別支援学級、通級指導教
室で学習している児童生徒は、平成 26 年度から平成
27 年度にかけて 0.25％増加しています。特別支援教
育を必要とする児童生徒は年々増加傾向にあり、小中
学校、特別支援学校を問わず、特別支援教育に関する
専門性を高めていく必要があると言えます。 

通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある児
童生徒の割合は 6.5％（平成 24 年度文部科学省調査）
です。平成 14 年度調査でも発達障害の可能性のある
児童生徒の割合は 6.3％であり、割合は大きく変わり
ません。１学級の人数を 30 人と仮定すると約２人在
籍していることになります。 
 
(3) 千葉県の特別支援教育の現状 
 県内全ての学校で、「特別支援教育」が推進されてい
ます。  
 平成 28 年５月１日現在で公立小中学校の特別支援
学級に在籍している児童生徒数は 9,423 人、通級によ
る指導を受けている児童生徒数は5,153人となってお
り、10 年前と比べ、大きく増加しています。 

また、前述のとおり、発達障害の可能性のある通常
の学級に在籍する児童生徒の割合は 6.5％と言われて
います。通常の学級に在籍する公立小中学生は
457,944 人（平成 28 年度学校基本調査より）ですの
で、発達障害の可能性のある児童生徒数は約30,000人
ということになります。 
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(4)発達障害の可能性のある児童生徒の割合 
前述のとおり、平成 24 年の調査では発達障害の可

能性のある児童生徒の割合は 6.5％となっています。
その内訳を見ると学習面で著しい困難を示す児童生
徒（4.5％）が多く、次に「不注意」又は「多動性‐衝
動性」の問題を著しく示す児童生徒（3.1％）、「対人関
係やこだわり等」の問題を著しく示す児童生徒
（1.1％）という順番になっています。 

そして、それぞれの障害は単独で発症するケースば
かりではなく、学習面で著しい困難を示し、かつ、対
人関係やこだわり等の問題を著しく示す等、２つ以上
の障害のある児童生徒も多くいます。そのため、個々
の障害の状態や困難さに応じた指導の工夫が大切に
なってきます。 

 
(5)ＬＤのある児童生徒等の抱える困難さ 
 例えば、読み書きの困難さがある場合、普段の会話
は学年相応（あるいはそれ以上）なのに、読むことが
うまくできない、ノートをとることやテストが極端に
できないという状態を示すことがあります。学習の遅
れの状況としては、小学校２・３年生では１学年以上
の遅れ、小学校４年生以上は２学年以上の遅れが見ら
れ、かつ、学年相応の力を示すものが１つ以上あるこ
とが目安となります。児童生徒によっては得意な教科
と苦手な教科の差が極端に大きい状態も見られます。 
 
(6)ＡＤＨＤのある児童生徒等の抱える困難さ 
 ①不注意②多動性③衝動性の三つが主な症状です。
そわそわと手足を動かし落ち着かない、人の話を最後
まで聞けない、教室を抜け出してしまう等、学校生活
の中で様々な行動を示すことがあります。そのような
問題行動は注意や叱責の的になりやすいのですが、本
人はなかなか行動を修正できず再び問題行動を起こ
し、悪循環を招くことがあります。 
 
(7)高機能自閉症のある児童生徒等の抱える困難さ  
ア 他人との社会的関係の形成の困難さ 

自分以外の人の感情や考え方を理解するのが苦
手であったり、他人との気持ちの共有や交流が難し
かったりする。 

イ 言葉の発達の遅れ 
  会話が形式的であったり、抑揚のない話し方をし

たりする。また、含みのある言葉の本当の意味がわ
からず、表面的に言葉どおりに受け取ってしまう。 

ウ 興味や関心が狭く特定のものにこだわる 
  特定のものや事柄に偏った強い興味を持ったり、

予期しない変化が苦手で、そうした変化があった場
合に不安定な状態になったりする。 
このような困難さは、教科の基礎的な学習の遅れや

対人関係の形成困難、そして学校生活への不適応に結
びつくことがあります。また、周りの叱責等から自己
否定の気持ちが強くなったり、周囲への反発が強くな
ったりして、問題行動や不登校等の二次障害に陥りや
すくなります。 
 


